
きょうしん年金友の会

年金友の会「共和会」役員総会開催
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反社会的勢力排除への
取組み

苦情処理措置
　ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記の窓口を
ご利用ください。
【窓口：共立信用組合　業務部】
　電　　話：03−3762−7777
　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および当組合の休業日は除く）
　受付時間：午前9時～午後5時

　　なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただ
　くか、当組合ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス　http://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/

　当組合は、反社会的勢力とは一切の関
係を持たず、反社会的勢力であることを知
らずに取引を有してしまった場合は、相手
方が反社会的勢力であると判明した時点
で速やかに取引を解消できるように、平成
24年7月12日付で定款変更を行いました。
　反社会的勢力対応部署を本部法務部
に置き、各部店には反社会的勢力対応担
当者を配置し、反社会的勢力への対応を
行なっております。
　融資部門においては、改正後の暴力団
排除条項に基づく書式等を融資新規実行
時に徴求するなどして上記対応等の実効
性を高めております。
 尚、普通預金規定・貸金庫規定・当座勘定
規定は平成21年11月、定期預金規程は平
成25年4月より、暴力団排除条項を追加し、
改正致しました。
　尚、平素から、警察・暴力団追放運動推
進センター・弁護士等の外部機関と連携が
取れる態勢を確保し、特に脅迫・暴力行為
の危険性が高く緊急を要する場合には、直
ちに警察に通報する体制になっております。

東京弁護士会 紛争解決センター （電話：03−3581−0031）
第一東京弁護士会 仲裁センター （電話：03−3595−8588）
第二東京弁護士会 仲裁センター （電話：03−3581−2249）
で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記共立信用組合業務部
またはしんくみ相談所にお申し出ください。　　　　　
　なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
　さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセス
に便利な地域で以下の手続を進める方法もあります。　
　①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
　②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京
　　を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
　※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。
　　具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

紛争解決措置

【窓口：一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および協会の休業日は除く）
　受付時間：午前9時～午後5時 
　電　　話：03−3567−2456
　住　　所：〒104−0031　東京都中央区京橋1−9−5

　（全国信用組合会館内）

ATMのご利用
・振り込め詐欺防止のための喚起画面を表示して
  おります。

・暗証番号の変更ができます。

・１日出金限度額の設定変更ができます。

・第二地銀、信金、信組、労金、ゆうちょ銀行との
　相互入金業務を取り扱っております。

・全台、視覚障がい者対応機種となっております。

地域商店街等
・商店街イベントお手伝い
・商店街納涼盆踊り大会参加

その他
・しんくみの日週間（エコキャップ寄付）
・地元福祉園まつり参加
・地元業者団体行事参加
・従業員募集広告の掲載

町内会
・神社祭礼、例大祭参加

地元の皆様とのふれあい利用者の利便性

中小企業等金融円滑化法は、平成25年3月31日をもって期限が到来しておりますが、当
組合は、期限到来後も法の趣旨に基づき、引き続き『地域の皆様とのふれあいを大切に
共存共栄を旨としたきめ細かな金融等のサービスを通じて、地域中小企業の経済力の向
上並びに地域の皆様の生活の向上に寄与するとともに、地域社会の繁栄に貢献する』旨
の経営理念に照らし、当組合から融資を受けていらっしゃる中小企業者の皆様、住宅資
金融資をご利用されている皆様において、お支払い頂いているご返済が困難になってい
る、または困難になりつつある場合に、皆様からのご返済条件の変更申込、相談などを
専門に受ける窓口を各店舗及び本部に設け、真摯に且つ速やかに対応できるよう全役職
員が一丸となって取組んで参ります。

中小企業者並びに住宅ローンご利用のお客様へ



ごあいさつ

　皆様には、日頃より共立信用組合に対しまして、格別のご愛顧とお
引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

　本年度も令和元年度上期における半期情報をお知らせするにあ
たり、皆様が当組合の現況を正確にご理解し、ご安心いただければ
幸いに存じます。

　共立信用組合は健全経営に徹し、地域の皆様とのコミュニティー
を通じ、積極的開示による透明な経営を掲げております。

　これからも、適法経営と適切なリスク管理に基づく経営を推進して
まいります。

　今後とも皆様のご支援・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

　共立信用組合は、地域の皆様のニーズに積極的にお応えするため地域
密着型金融の推進として、具体的取り組み方針を掲げております。

　  は地域になくてはならぬ金融機関となるために、より一層
経営力の強化と健全性の確保に取組み、地域の皆様に、より充実した金
融サービスを提供してまいります。
　令和元年度も下記項目を推進してまいります。
1. 経営改善支援による支援先の経営強化の取組として、東京都信用組

合協会の制度を活用した中小企業診断士と職員同行による経営改善
相談の実施。

２. 顧客保護を趣旨とする商品・取引説明態勢の推進として、お客様に十分
に理解していただくための説明態勢の強化。

３. 利用者ニーズ把握のためのアンケート調査をもとに各種会議等で検討・
協議を行い、勉強会を開催して改善に努力しております。

４. 全国信用組合の食品製造業のお取引先多数をコーディネートし、商談
会・物産展開催によりビジネスチャンス拡大に貢献します。

５. 創業時や創業してから間もない皆様の資金ニーズに対し、女性・若者・
シニア創業サポート事業を始め、様々な制度についてのセミナーと講演
後に個別相談会も開催。

６. 個別訪問を通じてお客様のニーズを把握し、その要望に応えられる「目利き能
力」や「事業性評価」を発揮して融資や提案等の支援を行い、お客様の成長・
発展に貢献してまいります。

７. ガバナンスの強化のため多くの皆様の意見を経営に反映させる体制作り
として、「評議員会」・「地区懇談会」の開催。  

　当組合は、地域の皆様のご預金を地域の皆様にご融資し、共に地域の

発展を目指しています。

有価証券の時価情報  （単位：百万円）

当組合の概要 （令和元年9月末現在）

地域密着型金融の推進

地域貢献に関する情報開示

自己資本及びリスク状況について

金融再生法開示債権及び同債権に対する区分別保全額  （単位：百万円、％）

区　　　分 年　　度 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率(%)
（D）／（A）

貸倒引当金引当率(%)
（C）／（A－B）

破産更生債権および
これらに準ずる債権

30年度 322 155 167 322  100.00  100.00 
元年度 323 144 179 323  100.00  100.00 

危 険 債 権
30年度 2,441 1,868 344 2,212 90.62  60.06 
元年度 2,175 1,632 325 1,957 89.98  60.06 

要 管 理 債 権
30年度 506 386 42 428 84.58  35.00 
元年度 406 337 27 364 89.66  39.13 

不 良 債 権 計
30年度 3,269 2,409 553 2,962 90.60  64.30 
元年度 2,904 2,113 531 2,644 91.05 67.13 

正 常 債 権
30年度 76,315
元年度 78,317

合 計
30年度 79,585
元年度 81,222

（注）  1.「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。
 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りが出来ない可能性の高い債券です。
 3.「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞」および「貸出条件緩和債権」に該当する債権です。
 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に問題がない債権で、「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
 5.「担保・保証等（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
 6.「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

預金者別預金残高  （単位：百万円・％）

区　　分
平成３０年９月末 令和元年９月末

金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 134,737 86.0% 135,273 85.1%

法 人 そ の 他 21,925 14.0% 23,705 14.9%

一 般 法 人 20,200 12.9% 20,412 12.8%

金 融 機 関 1 0.0% 1 0.0%

公 金 1,723 1.1% 3,291 2.1%

合 　 　 　 計 156,662 100.0% 158,979 100.0%

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 − − −
地 方 債 − − −
短 期 社 債 − − −
社 債 − − −
そ の 他 − − −
合 計 − − −

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 40 39 1
債 券 28,255 27,225 1,029

国 債 642 595 47
地 方 債 5,019 4,720 299
社 債 22,592 21,909 683

そ の 他 6,576 5,324 1,252
合 計 34,873 32,590 2,283

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 ー ー ー
地 方 債 ー ー ー
短 期 社 債 ー ー ー
社 債 ー ー ー
そ の 他 ー ー ー
合 計 ー ー ー

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 73 79 △ 6
債 券 397 402 △ 4

国 債 − − −
地 方 債 − − −
社 債 397 402 △ 4

その他の証券 771 811 △ 39
合 計 1,241 1,293 △ 51

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

損益計算書  （単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

経 常 収 益 1,201,994 1,223,893

資 金 運 用 収 益 1,016,775 1,022,150

役務取引等収益 54,535 62,093

その他業務収益 95,173 113,836

その他経常収益 35,510 25,812

経 常 費 用 1,074,790 1,076,296

資 金 調 達 費 用 19,164 19,505

役務取引等費用 39,575 37,476

その他業務費用 400 373

一般貸倒引当金繰入額                   − △ 6,345

経 費 998,751 998,134

その他経常費用 16,899 27,152

経 常 利 益 127,203 147,596

特 別 利 益                   −                   −

特 別 損 失                   −                   −

税引前当期純利益 127,203 147,596

法人税・住民税及び事業税 18,797 21,020

法 人 税 等 調 整 額                −                −

当 期 純 利 益 108,405 126,575

前 期 繰 越 金 872,129 986,196

当期未処分剰余金 980,535 1,112,772

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

業 務 純 益 108,592 148,937

経 常 利 益 127,203 147,596

当 期 純 利 益 108,405 126,575

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

■ 自己資本に関する事項           （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 （ イ ） 10,358 10,428

⑴ 出 資 金 お よ び 資 本 剰 余 金 3,483 3,497
⑵ 利 　 益 　 剰 　 余 　 金 5,866 6,049
⑶ 資 　 本 　 調 　 達 　 額 　　　　　　　− 　　　　　　　−

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額
に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 692 617

土 地 再 評 価 額 と 再 評 価 直 前 の 帳 簿 価 額 の 差
額 の 四 十 五 パ ー セ ントに 相 当 す る 額 のうち 、
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額

315 263

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 （ ロ ） 47 63
自 己 資 本 の 額 （ イ ） − （ ロ ） 10,310 10,365

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

■ 融資の内容  （単位：百万円）

融 資 総 残 高 81,064
うち地方公共団体（制度融資） 2,736

■ 自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
リスクアセット 所要自己資本額 リスクアセット 所要自己資本額

イ.信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 99,211 3,968 99,763 3,990
①標準的手法が適用されるポート
　フォリオごとのエクスポージャー 99,956 3,998 99,762 3,990

Ⅰ ソブリン向け 591 23 525 21
Ⅱ 金融機関向け 10,172 406 10,255 410
Ⅲ 法人向け 44,257 1,770 44,888 1,795
Ⅳ 中小企業等・個人向け 11,925 477 12,229 489
Ⅴ 抵当権付住宅ローン 3,661 146 4,148 165
Ⅵ 不動産取得等事業向け 14,782 591 15,511 620
Ⅶ 三ヶ月以上延滞等 29 1 　　　− 　　　−
Ⅷ 出資金 3,818 152 4,081 163

出資等のエクスポージャー 3,818 152 4,081 163
重要な出資のエクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−

Ⅸ 他の金融機関等の対象資本調達手段
のうち対象普通出資等に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー

4,500 180 1,757 70

Ⅹ 信用協同組合連合会の対象普通
出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかっ
た部分に係るエクスポージャー

720 28 1,164 46

Ⅺ 上記以外 5,497 219 5,199 207
②証券化エクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−
③経過措置によるリスク・アセットの
　額に算入されるものの額 11 0 　　　　　

　　−
　　　　　

　　−
④他の金融機関等の対象資本調達手
　段に係るエクスポージャーに係る
　経過措置によりリスク・アセットの額
　に算入されなかったものの額

△ 758 △ 30 　　　　　
　　−

　　　　　
　　−

⑤ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 1 0 1 0
⑥中央清算機関関連エクスポージャー 0 0 0 0

ロ.オペレーショナル・リスク 3,800 152 3,851 154
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 103,012 4,120 103,615 4,144

（注） １． 百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　　２. オペレーショナル・リスクは基礎的手法を採用しております。 
 　　３. 所要自己資本額はリスクアセット額の４％です。 
 　　４. 上記、自己資本の額をリスクアセット額(八)で除した割合が自己資本比率 
　　　  であり「自己資本比率の推移」で開示している比率となります。 

■ 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
イ.出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 （単位：百万円）

取得原価 貸借対照表計上額 評 価 差 損
平成３０年９月末 令和元年９月末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末

上場株式等エクスポージャー 3,305 3,581 3,607 4,527 302 945
非上場株式等エクスポージャー 485 485 485 485 　　− 　　−

計 3,791 4,066 4,093 5,012 302 945
（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。 ■ 銀行勘定における金利リスクに関する事項 

銀行勘定における金利リスク（IRRBB） 
ΔEVE（経済価値の変動）

項番 平成31年3月末 令和元年9月末
1 上方パラレルシフト 1,821 1,554
2 下方パラレルシフト 0 0
3 スティープ化 1,387 1,147
4 フラット化 ― ―
5 短期金利上昇 ― ―
6 短期金利低下 ― ―
7 最大値 1,821 1,554

平成31年3月末 令和元年9月末
8 自己資本の額 10,245 10,365

（注）「銀行勘定における金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（平成31年2月18日）による
　　改正により、平成31年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。このため、今回は平成31年
　　3月末と令和元年9月末を開示しております。

ロ.出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額        （単位：百万円）

取 得 原 価
平成３０年９月末 令 和 元 年 ９ 月 末

売 却 益 12 10
売 却 損 2 3
償 却     　　　　　－     　　　　　－

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

　自己資本比率は、組合経営の健全性を示す重要な指標のひとつで、比
率が高いほど健全な経営内容であることを示しております。
　比率は、自己資本額をリスクアセット額［リスクを保有する資産（貸出債権
など）をリスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額］で除し
て算出した割合で、国内でのみ業務を行う金融機関は4％以上の維持が
義務付けられております。
　当組合の自己資本比率は令和元年9月末において10.00％となりました
が、国内基準の4％を大きく上回っております。
　今後も、組合員の皆様並びに地域の皆様方が安心してお取引できる組
合として、より強固な経営体質の確立に努めてまいります。

自己資本比率の推移
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預金・貸出金の状況  （単位：百万円）

■ 預金残高 ■ 貸出金残高
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■ 資金使途別残高

■ 消費者・
　 住宅ローン残高

設備資金
66,072（81.51%）

住宅ローン
14,217（94.71%）

消費者ローン
794（5.29%）

運転資金
14,992（18.49%）

■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

■ その他有価証券で時価のあるもの

● 設 　 立 ： 昭和28年12月
● 店 舗 数 ： 16店舗(他　出張所1）
● 常 勤 役 職 員 数 ： 192人
● 預 　 金 ： 1,589億円
● 貸 出 金 ： 810億円

平成29年9月末 平成30年9月末 令和元年9月末
組 合 員 数 31,008 30,529 31,299
普 通 出 資 金 1,804 1,783 1,797

組合員数・普通出資金の推移（単位：人・百万円
単位未満切捨て）

業種別貸出金残高状況  （単位：百万円・％）

 飲食業 1,307(1.6%)

■ 令和元年9月末
　 100.0%

建設業 2,584(3.2%)
電気・ガス・熱供給・水道業 

531(0.7%)
情報通信業 23(0.0%)

  製造業 7,144
  (8.8%)
  製造業 7,144
  (8.8%)

生活関連サービス業
・娯楽業1,221(1.5%)

教育・学習支援業
　　　　 40(0.0%)

医療・福祉 77(0.1%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

金融・保険業 12(0.0%)金融・保険業 12(0.0%)
その他サービス 
　　　2,781(3.4%)

運輸業・郵便業 235(0.3%)運輸業・郵便業 235(0.3%)
卸売業・小売業 3,808(4.7%)卸売業・小売業 3,808(4.7%)

地方公共団体 37(0.0%)地方公共団体 37(0.0%)
その他産業 23(0.0%)その他産業 23(0.0%)

不動産業
39,187(48.3%)
不動産業
39,187(48.3%)

(注) １．百万円未満は切り捨てて表示しております。
　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸借対照表 （単位：百万円）

資 産 の 部 負 産 の 部

科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末 科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末
現 金 1,016 1,058 預 金 積 金 156,662 158,979
預 け 金 54,424 52,682 借 用 金 6,000 3,800
有 価 証 券 35,757 36,664 そ の 他 負 債 344 325
貸 出 金 79,398 81,064 賞 与 引 当 金 80 86
そ の 他 資 産 1,291 1,439 退 職 給 付 引 当 金 ー ー
有形固定資産 4,331 4,388 役員退職慰労引当金 148 164
無形固定資産 34 37 そ の 他 の 引 当 金 21 21
前払年金費用 48 49 繰 延 税 金 負 債 377 612
繰延税金資産 ー - 再評価に係る繰延税金負債 334 334
債務保証見返 125 102 債 務 保 証 125 102
貸倒引引当金 △ 1,203 △ 1,123 負 債 の 部 合 計 164,094 164,427

純 資 産 の 部
出 資 金 3,483 3,497

( 普 通 出 資 金 ) 1,783 1,797
(その他の出資金) 1,700 1,700

利 益 剰 余 金 5,866 6,049
その他有価証券評価差額金 946 1,555
土 地 再 評 価 差 額 金 835 835
純 資 産 の 部 合 計 11,131 11,938

資産の部合計 175,226 176,365 負債及び純資産の部合計 175,226 176,365

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



ごあいさつ

　皆様には、日頃より共立信用組合に対しまして、格別のご愛顧とお
引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

　本年度も令和元年度上期における半期情報をお知らせするにあ
たり、皆様が当組合の現況を正確にご理解し、ご安心いただければ
幸いに存じます。

　共立信用組合は健全経営に徹し、地域の皆様とのコミュニティー
を通じ、積極的開示による透明な経営を掲げております。

　これからも、適法経営と適切なリスク管理に基づく経営を推進して
まいります。

　今後とも皆様のご支援・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

　共立信用組合は、地域の皆様のニーズに積極的にお応えするため地域
密着型金融の推進として、具体的取り組み方針を掲げております。

　  は地域になくてはならぬ金融機関となるために、より一層
経営力の強化と健全性の確保に取組み、地域の皆様に、より充実した金
融サービスを提供してまいります。
　令和元年度も下記項目を推進してまいります。
1. 経営改善支援による支援先の経営強化の取組として、東京都信用組

合協会の制度を活用した中小企業診断士と職員同行による経営改善
相談の実施。

２. 顧客保護を趣旨とする商品・取引説明態勢の推進として、お客様に十分
に理解していただくための説明態勢の強化。

３. 利用者ニーズ把握のためのアンケート調査をもとに各種会議等で検討・
協議を行い、勉強会を開催して改善に努力しております。

４. 全国信用組合の食品製造業のお取引先多数をコーディネートし、商談
会・物産展開催によりビジネスチャンス拡大に貢献します。

５. 創業時や創業してから間もない皆様の資金ニーズに対し、女性・若者・
シニア創業サポート事業を始め、様々な制度についてのセミナーと講演
後に個別相談会も開催。

６. 個別訪問を通じてお客様のニーズを把握し、その要望に応えられる「目利き能
力」や「事業性評価」を発揮して融資や提案等の支援を行い、お客様の成長・
発展に貢献してまいります。

７. ガバナンスの強化のため多くの皆様の意見を経営に反映させる体制作り
として、「評議員会」・「地区懇談会」の開催。  

　当組合は、地域の皆様のご預金を地域の皆様にご融資し、共に地域の

発展を目指しています。

有価証券の時価情報  （単位：百万円）

当組合の概要 （令和元年9月末現在）

地域密着型金融の推進

地域貢献に関する情報開示

自己資本及びリスク状況について

金融再生法開示債権及び同債権に対する区分別保全額  （単位：百万円、％）

区　　　分 年　　度 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率(%)
（D）／（A）

貸倒引当金引当率(%)
（C）／（A－B）

破産更生債権および
これらに準ずる債権

30年度 322 155 167 322  100.00  100.00 
元年度 323 144 179 323  100.00  100.00 

危 険 債 権
30年度 2,441 1,868 344 2,212 90.62  60.06 
元年度 2,175 1,632 325 1,957 89.98  60.06 

要 管 理 債 権
30年度 506 386 42 428 84.58  35.00 
元年度 406 337 27 364 89.66  39.13 

不 良 債 権 計
30年度 3,269 2,409 553 2,962 90.60  64.30 
元年度 2,904 2,113 531 2,644 91.05 67.13 

正 常 債 権
30年度 76,315
元年度 78,317

合 計
30年度 79,585
元年度 81,222

（注）  1.「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。
 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りが出来ない可能性の高い債券です。
 3.「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞」および「貸出条件緩和債権」に該当する債権です。
 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に問題がない債権で、「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
 5.「担保・保証等（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
 6.「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

預金者別預金残高  （単位：百万円・％）

区　　分
平成３０年９月末 令和元年９月末

金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 134,737 86.0% 135,273 85.1%

法 人 そ の 他 21,925 14.0% 23,705 14.9%

一 般 法 人 20,200 12.9% 20,412 12.8%

金 融 機 関 1 0.0% 1 0.0%

公 金 1,723 1.1% 3,291 2.1%

合 　 　 　 計 156,662 100.0% 158,979 100.0%

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 − − −
地 方 債 − − −
短 期 社 債 − − −
社 債 − − −
そ の 他 − − −
合 計 − − −

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 40 39 1
債 券 28,255 27,225 1,029

国 債 642 595 47
地 方 債 5,019 4,720 299
社 債 22,592 21,909 683

そ の 他 6,576 5,324 1,252
合 計 34,873 32,590 2,283

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 ー ー ー
地 方 債 ー ー ー
短 期 社 債 ー ー ー
社 債 ー ー ー
そ の 他 ー ー ー
合 計 ー ー ー

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 73 79 △ 6
債 券 397 402 △ 4

国 債 − − −
地 方 債 − − −
社 債 397 402 △ 4

その他の証券 771 811 △ 39
合 計 1,241 1,293 △ 51

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

損益計算書  （単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

経 常 収 益 1,201,994 1,223,893

資 金 運 用 収 益 1,016,775 1,022,150

役務取引等収益 54,535 62,093

その他業務収益 95,173 113,836

その他経常収益 35,510 25,812

経 常 費 用 1,074,790 1,076,296

資 金 調 達 費 用 19,164 19,505

役務取引等費用 39,575 37,476

その他業務費用 400 373

一般貸倒引当金繰入額                   − △ 6,345

経 費 998,751 998,134

その他経常費用 16,899 27,152

経 常 利 益 127,203 147,596

特 別 利 益                   −                   −

特 別 損 失                   −                   −

税引前当期純利益 127,203 147,596

法人税・住民税及び事業税 18,797 21,020

法 人 税 等 調 整 額                −                −

当 期 純 利 益 108,405 126,575

前 期 繰 越 金 872,129 986,196

当期未処分剰余金 980,535 1,112,772

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

業 務 純 益 108,592 148,937

経 常 利 益 127,203 147,596

当 期 純 利 益 108,405 126,575

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

■ 自己資本に関する事項           （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 （ イ ） 10,358 10,428

⑴ 出 資 金 お よ び 資 本 剰 余 金 3,483 3,497
⑵ 利 　 益 　 剰 　 余 　 金 5,866 6,049
⑶ 資 　 本 　 調 　 達 　 額 　　　　　　　− 　　　　　　　−

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額
に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 692 617

土 地 再 評 価 額 と 再 評 価 直 前 の 帳 簿 価 額 の 差
額 の 四 十 五 パ ー セ ントに 相 当 す る 額 のうち 、
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額

315 263

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 （ ロ ） 47 63
自 己 資 本 の 額 （ イ ） − （ ロ ） 10,310 10,365

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

■ 融資の内容  （単位：百万円）

融 資 総 残 高 81,064
うち地方公共団体（制度融資） 2,736

■ 自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
リスクアセット 所要自己資本額 リスクアセット 所要自己資本額

イ.信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 99,211 3,968 99,763 3,990
①標準的手法が適用されるポート
　フォリオごとのエクスポージャー 99,956 3,998 99,762 3,990

Ⅰ ソブリン向け 591 23 525 21
Ⅱ 金融機関向け 10,172 406 10,255 410
Ⅲ 法人向け 44,257 1,770 44,888 1,795
Ⅳ 中小企業等・個人向け 11,925 477 12,229 489
Ⅴ 抵当権付住宅ローン 3,661 146 4,148 165
Ⅵ 不動産取得等事業向け 14,782 591 15,511 620
Ⅶ 三ヶ月以上延滞等 29 1 　　　− 　　　−
Ⅷ 出資金 3,818 152 4,081 163

出資等のエクスポージャー 3,818 152 4,081 163
重要な出資のエクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−

Ⅸ 他の金融機関等の対象資本調達手段
のうち対象普通出資等に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー

4,500 180 1,757 70

Ⅹ 信用協同組合連合会の対象普通
出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかっ
た部分に係るエクスポージャー

720 28 1,164 46

Ⅺ 上記以外 5,497 219 5,199 207
②証券化エクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−
③経過措置によるリスク・アセットの
　額に算入されるものの額 11 0 　　　　　

　　−
　　　　　

　　−
④他の金融機関等の対象資本調達手
　段に係るエクスポージャーに係る
　経過措置によりリスク・アセットの額
　に算入されなかったものの額

△ 758 △ 30 　　　　　
　　−

　　　　　
　　−

⑤ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 1 0 1 0
⑥中央清算機関関連エクスポージャー 0 0 0 0

ロ.オペレーショナル・リスク 3,800 152 3,851 154
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 103,012 4,120 103,615 4,144

（注） １． 百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　　２. オペレーショナル・リスクは基礎的手法を採用しております。 
 　　３. 所要自己資本額はリスクアセット額の４％です。 
 　　４. 上記、自己資本の額をリスクアセット額(八)で除した割合が自己資本比率 
　　　  であり「自己資本比率の推移」で開示している比率となります。 

■ 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
イ.出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 （単位：百万円）

取得原価 貸借対照表計上額 評 価 差 損
平成３０年９月末 令和元年９月末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末

上場株式等エクスポージャー 3,305 3,581 3,607 4,527 302 945
非上場株式等エクスポージャー 485 485 485 485 　　− 　　−

計 3,791 4,066 4,093 5,012 302 945
（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。 ■ 銀行勘定における金利リスクに関する事項 

銀行勘定における金利リスク（IRRBB） 
ΔEVE（経済価値の変動）

項番 平成31年3月末 令和元年9月末
1 上方パラレルシフト 1,821 1,554
2 下方パラレルシフト 0 0
3 スティープ化 1,387 1,147
4 フラット化 ― ―
5 短期金利上昇 ― ―
6 短期金利低下 ― ―
7 最大値 1,821 1,554

平成31年3月末 令和元年9月末
8 自己資本の額 10,245 10,365

（注）「銀行勘定における金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（平成31年2月18日）による
　　改正により、平成31年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。このため、今回は平成31年
　　3月末と令和元年9月末を開示しております。

ロ.出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額        （単位：百万円）

取 得 原 価
平成３０年９月末 令 和 元 年 ９ 月 末

売 却 益 12 10
売 却 損 2 3
償 却     　　　　　－     　　　　　－

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

　自己資本比率は、組合経営の健全性を示す重要な指標のひとつで、比
率が高いほど健全な経営内容であることを示しております。
　比率は、自己資本額をリスクアセット額［リスクを保有する資産（貸出債権
など）をリスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額］で除し
て算出した割合で、国内でのみ業務を行う金融機関は4％以上の維持が
義務付けられております。
　当組合の自己資本比率は令和元年9月末において10.00％となりました
が、国内基準の4％を大きく上回っております。
　今後も、組合員の皆様並びに地域の皆様方が安心してお取引できる組
合として、より強固な経営体質の確立に努めてまいります。

自己資本比率の推移
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預金・貸出金の状況  （単位：百万円）

■ 預金残高 ■ 貸出金残高

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000
平成30年
9月末 

平成29年
9月末 

158,979

令和元年
9月末 

50,000

60,000

70,000

80,000

平成30年
9月末 

平成29年
9月末 

令和元年
9月末 

79,39879,398
81,064

77,17777,177156,662154,943

■ 資金使途別残高

■ 消費者・
　 住宅ローン残高

設備資金
66,072（81.51%）

住宅ローン
14,217（94.71%）

消費者ローン
794（5.29%）

運転資金
14,992（18.49%）

■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

■ その他有価証券で時価のあるもの

● 設 　 立 ： 昭和28年12月
● 店 舗 数 ： 16店舗(他　出張所1）
● 常 勤 役 職 員 数 ： 192人
● 預 　 金 ： 1,589億円
● 貸 出 金 ： 810億円

平成29年9月末 平成30年9月末 令和元年9月末
組 合 員 数 31,008 30,529 31,299
普 通 出 資 金 1,804 1,783 1,797

組合員数・普通出資金の推移（単位：人・百万円
単位未満切捨て）

業種別貸出金残高状況  （単位：百万円・％）

 飲食業 1,307(1.6%)

■ 令和元年9月末
　 100.0%

建設業 2,584(3.2%)
電気・ガス・熱供給・水道業 

531(0.7%)
情報通信業 23(0.0%)

  製造業 7,144
  (8.8%)
  製造業 7,144
  (8.8%)

生活関連サービス業
・娯楽業1,221(1.5%)

教育・学習支援業
　　　　 40(0.0%)

医療・福祉 77(0.1%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

金融・保険業 12(0.0%)金融・保険業 12(0.0%)
その他サービス 
　　　2,781(3.4%)

運輸業・郵便業 235(0.3%)運輸業・郵便業 235(0.3%)
卸売業・小売業 3,808(4.7%)卸売業・小売業 3,808(4.7%)

地方公共団体 37(0.0%)地方公共団体 37(0.0%)
その他産業 23(0.0%)その他産業 23(0.0%)

不動産業
39,187(48.3%)
不動産業
39,187(48.3%)

(注) １．百万円未満は切り捨てて表示しております。
　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸借対照表 （単位：百万円）

資 産 の 部 負 産 の 部

科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末 科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末
現 金 1,016 1,058 預 金 積 金 156,662 158,979
預 け 金 54,424 52,682 借 用 金 6,000 3,800
有 価 証 券 35,757 36,664 そ の 他 負 債 344 325
貸 出 金 79,398 81,064 賞 与 引 当 金 80 86
そ の 他 資 産 1,291 1,439 退 職 給 付 引 当 金 ー ー
有形固定資産 4,331 4,388 役員退職慰労引当金 148 164
無形固定資産 34 37 そ の 他 の 引 当 金 21 21
前払年金費用 48 49 繰 延 税 金 負 債 377 612
繰延税金資産 ー - 再評価に係る繰延税金負債 334 334
債務保証見返 125 102 債 務 保 証 125 102
貸倒引引当金 △ 1,203 △ 1,123 負 債 の 部 合 計 164,094 164,427

純 資 産 の 部
出 資 金 3,483 3,497

( 普 通 出 資 金 ) 1,783 1,797
(その他の出資金) 1,700 1,700

利 益 剰 余 金 5,866 6,049
その他有価証券評価差額金 946 1,555
土 地 再 評 価 差 額 金 835 835
純 資 産 の 部 合 計 11,131 11,938

資産の部合計 175,226 176,365 負債及び純資産の部合計 175,226 176,365

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



ごあいさつ

　皆様には、日頃より共立信用組合に対しまして、格別のご愛顧とお
引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

　本年度も令和元年度上期における半期情報をお知らせするにあ
たり、皆様が当組合の現況を正確にご理解し、ご安心いただければ
幸いに存じます。

　共立信用組合は健全経営に徹し、地域の皆様とのコミュニティー
を通じ、積極的開示による透明な経営を掲げております。

　これからも、適法経営と適切なリスク管理に基づく経営を推進して
まいります。

　今後とも皆様のご支援・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

　共立信用組合は、地域の皆様のニーズに積極的にお応えするため地域
密着型金融の推進として、具体的取り組み方針を掲げております。

　  は地域になくてはならぬ金融機関となるために、より一層
経営力の強化と健全性の確保に取組み、地域の皆様に、より充実した金
融サービスを提供してまいります。
　令和元年度も下記項目を推進してまいります。
1. 経営改善支援による支援先の経営強化の取組として、東京都信用組

合協会の制度を活用した中小企業診断士と職員同行による経営改善
相談の実施。

２. 顧客保護を趣旨とする商品・取引説明態勢の推進として、お客様に十分
に理解していただくための説明態勢の強化。

３. 利用者ニーズ把握のためのアンケート調査をもとに各種会議等で検討・
協議を行い、勉強会を開催して改善に努力しております。

４. 全国信用組合の食品製造業のお取引先多数をコーディネートし、商談
会・物産展開催によりビジネスチャンス拡大に貢献します。

５. 創業時や創業してから間もない皆様の資金ニーズに対し、女性・若者・
シニア創業サポート事業を始め、様々な制度についてのセミナーと講演
後に個別相談会も開催。

６. 個別訪問を通じてお客様のニーズを把握し、その要望に応えられる「目利き能
力」や「事業性評価」を発揮して融資や提案等の支援を行い、お客様の成長・
発展に貢献してまいります。

７. ガバナンスの強化のため多くの皆様の意見を経営に反映させる体制作り
として、「評議員会」・「地区懇談会」の開催。  

　当組合は、地域の皆様のご預金を地域の皆様にご融資し、共に地域の

発展を目指しています。

有価証券の時価情報  （単位：百万円）

当組合の概要 （令和元年9月末現在）

地域密着型金融の推進

地域貢献に関する情報開示

自己資本及びリスク状況について

金融再生法開示債権及び同債権に対する区分別保全額  （単位：百万円、％）

区　　　分 年　　度 債権額
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）=（B）+（C）

保全率(%)
（D）／（A）

貸倒引当金引当率(%)
（C）／（A－B）

破産更生債権および
これらに準ずる債権

30年度 322 155 167 322  100.00  100.00 
元年度 323 144 179 323  100.00  100.00 

危 険 債 権
30年度 2,441 1,868 344 2,212 90.62  60.06 
元年度 2,175 1,632 325 1,957 89.98  60.06 

要 管 理 債 権
30年度 506 386 42 428 84.58  35.00 
元年度 406 337 27 364 89.66  39.13 

不 良 債 権 計
30年度 3,269 2,409 553 2,962 90.60  64.30 
元年度 2,904 2,113 531 2,644 91.05 67.13 

正 常 債 権
30年度 76,315
元年度 78,317

合 計
30年度 79,585
元年度 81,222

（注）  1.「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。
 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りが出来ない可能性の高い債券です。
 3.「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞」および「貸出条件緩和債権」に該当する債権です。
 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に問題がない債権で、「破産更正債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
 5.「担保・保証等（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
 6.「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

預金者別預金残高  （単位：百万円・％）

区　　分
平成３０年９月末 令和元年９月末

金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 134,737 86.0% 135,273 85.1%

法 人 そ の 他 21,925 14.0% 23,705 14.9%

一 般 法 人 20,200 12.9% 20,412 12.8%

金 融 機 関 1 0.0% 1 0.0%

公 金 1,723 1.1% 3,291 2.1%

合 　 　 　 計 156,662 100.0% 158,979 100.0%

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 − − −
地 方 債 − − −
短 期 社 債 − − −
社 債 − − −
そ の 他 − − −
合 計 − − −

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 40 39 1
債 券 28,255 27,225 1,029

国 債 642 595 47
地 方 債 5,019 4,720 299
社 債 22,592 21,909 683

そ の 他 6,576 5,324 1,252
合 計 34,873 32,590 2,283

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
貸借対照表計上額 時　価 差　額

国 債 ー ー ー
地 方 債 ー ー ー
短 期 社 債 ー ー ー
社 債 ー ー ー
そ の 他 ー ー ー
合 計 ー ー ー

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照表計上額 取得原価 差　額

株 式 73 79 △ 6
債 券 397 402 △ 4

国 債 − − −
地 方 債 − − −
社 債 397 402 △ 4

その他の証券 771 811 △ 39
合 計 1,241 1,293 △ 51

(注) １.百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　  ２.「その他」は外国証券及び投資信託等です。

損益計算書  （単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

経 常 収 益 1,201,994 1,223,893

資 金 運 用 収 益 1,016,775 1,022,150

役務取引等収益 54,535 62,093

その他業務収益 95,173 113,836

その他経常収益 35,510 25,812

経 常 費 用 1,074,790 1,076,296

資 金 調 達 費 用 19,164 19,505

役務取引等費用 39,575 37,476

その他業務費用 400 373

一般貸倒引当金繰入額                   − △ 6,345

経 費 998,751 998,134

その他経常費用 16,899 27,152

経 常 利 益 127,203 147,596

特 別 利 益                   −                   −

特 別 損 失                   −                   −

税引前当期純利益 127,203 147,596

法人税・住民税及び事業税 18,797 21,020

法 人 税 等 調 整 額                −                −

当 期 純 利 益 108,405 126,575

前 期 繰 越 金 872,129 986,196

当期未処分剰余金 980,535 1,112,772

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

科　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末

業 務 純 益 108,592 148,937

経 常 利 益 127,203 147,596

当 期 純 利 益 108,405 126,575

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

■ 自己資本に関する事項           （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 （ イ ） 10,358 10,428

⑴ 出 資 金 お よ び 資 本 剰 余 金 3,483 3,497
⑵ 利 　 益 　 剰 　 余 　 金 5,866 6,049
⑶ 資 　 本 　 調 　 達 　 額 　　　　　　　− 　　　　　　　−

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額
に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 692 617

土 地 再 評 価 額 と 再 評 価 直 前 の 帳 簿 価 額 の 差
額 の 四 十 五 パ ー セ ントに 相 当 す る 額 のうち 、
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額

315 263

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 （ ロ ） 47 63
自 己 資 本 の 額 （ イ ） − （ ロ ） 10,310 10,365

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

■ 融資の内容  （単位：百万円）

融 資 総 残 高 81,064
うち地方公共団体（制度融資） 2,736

■ 自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

平成３０年９月末 令和元年９月末
リスクアセット 所要自己資本額 リスクアセット 所要自己資本額

イ.信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 99,211 3,968 99,763 3,990
①標準的手法が適用されるポート
　フォリオごとのエクスポージャー 99,956 3,998 99,762 3,990

Ⅰ ソブリン向け 591 23 525 21
Ⅱ 金融機関向け 10,172 406 10,255 410
Ⅲ 法人向け 44,257 1,770 44,888 1,795
Ⅳ 中小企業等・個人向け 11,925 477 12,229 489
Ⅴ 抵当権付住宅ローン 3,661 146 4,148 165
Ⅵ 不動産取得等事業向け 14,782 591 15,511 620
Ⅶ 三ヶ月以上延滞等 29 1 　　　− 　　　−
Ⅷ 出資金 3,818 152 4,081 163

出資等のエクスポージャー 3,818 152 4,081 163
重要な出資のエクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−

Ⅸ 他の金融機関等の対象資本調達手段
のうち対象普通出資等に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー

4,500 180 1,757 70

Ⅹ 信用協同組合連合会の対象普通
出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかっ
た部分に係るエクスポージャー

720 28 1,164 46

Ⅺ 上記以外 5,497 219 5,199 207
②証券化エクスポージャー 　　　− 　　　− 　　　− 　　　−
③経過措置によるリスク・アセットの
　額に算入されるものの額 11 0 　　　　　

　　−
　　　　　

　　−
④他の金融機関等の対象資本調達手
　段に係るエクスポージャーに係る
　経過措置によりリスク・アセットの額
　に算入されなかったものの額

△ 758 △ 30 　　　　　
　　−

　　　　　
　　−

⑤ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 1 0 1 0
⑥中央清算機関関連エクスポージャー 0 0 0 0

ロ.オペレーショナル・リスク 3,800 152 3,851 154
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 103,012 4,120 103,615 4,144

（注） １． 百万円未満は切り捨てて表示しております。
 　　２. オペレーショナル・リスクは基礎的手法を採用しております。 
 　　３. 所要自己資本額はリスクアセット額の４％です。 
 　　４. 上記、自己資本の額をリスクアセット額(八)で除した割合が自己資本比率 
　　　  であり「自己資本比率の推移」で開示している比率となります。 

■ 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
イ.出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 （単位：百万円）

取得原価 貸借対照表計上額 評 価 差 損
平成３０年９月末 令和元年９月末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末 平成３０年９月末 令 和 元 年９月 末

上場株式等エクスポージャー 3,305 3,581 3,607 4,527 302 945
非上場株式等エクスポージャー 485 485 485 485 　　− 　　−

計 3,791 4,066 4,093 5,012 302 945
（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。 ■ 銀行勘定における金利リスクに関する事項 

銀行勘定における金利リスク（IRRBB） 
ΔEVE（経済価値の変動）

項番 平成31年3月末 令和元年9月末
1 上方パラレルシフト 1,821 1,554
2 下方パラレルシフト 0 0
3 スティープ化 1,387 1,147
4 フラット化 ― ―
5 短期金利上昇 ― ―
6 短期金利低下 ― ―
7 最大値 1,821 1,554

平成31年3月末 令和元年9月末
8 自己資本の額 10,245 10,365

（注）「銀行勘定における金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第3号（平成31年2月18日）による
　　改正により、平成31年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変更になりました。このため、今回は平成31年
　　3月末と令和元年9月末を開示しております。

ロ.出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額        （単位：百万円）

取 得 原 価
平成３０年９月末 令 和 元 年 ９ 月 末

売 却 益 12 10
売 却 損 2 3
償 却     　　　　　－     　　　　　－

（注） 百万円未満は切り捨てて表示しております。

　自己資本比率は、組合経営の健全性を示す重要な指標のひとつで、比
率が高いほど健全な経営内容であることを示しております。
　比率は、自己資本額をリスクアセット額［リスクを保有する資産（貸出債権
など）をリスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額］で除し
て算出した割合で、国内でのみ業務を行う金融機関は4％以上の維持が
義務付けられております。
　当組合の自己資本比率は令和元年9月末において10.00％となりました
が、国内基準の4％を大きく上回っております。
　今後も、組合員の皆様並びに地域の皆様方が安心してお取引できる組
合として、より強固な経営体質の確立に努めてまいります。

自己資本比率の推移
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預金・貸出金の状況  （単位：百万円）
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160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000
平成30年
9月末 

平成29年
9月末 

158,979

令和元年
9月末 

50,000

60,000

70,000

80,000

平成30年
9月末 

平成29年
9月末 

令和元年
9月末 

79,39879,398
81,064

77,17777,177156,662154,943

■ 資金使途別残高

■ 消費者・
　 住宅ローン残高

設備資金
66,072（81.51%）

住宅ローン
14,217（94.71%）

消費者ローン
794（5.29%）

運転資金
14,992（18.49%）

■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

■ その他有価証券で時価のあるもの

● 設 　 立 ： 昭和28年12月
● 店 舗 数 ： 16店舗(他　出張所1）
● 常 勤 役 職 員 数 ： 192人
● 預 　 金 ： 1,589億円
● 貸 出 金 ： 810億円

平成29年9月末 平成30年9月末 令和元年9月末
組 合 員 数 31,008 30,529 31,299
普 通 出 資 金 1,804 1,783 1,797

組合員数・普通出資金の推移（単位：人・百万円
単位未満切捨て）

業種別貸出金残高状況  （単位：百万円・％）

 飲食業 1,307(1.6%)

■ 令和元年9月末
　 100.0%

建設業 2,584(3.2%)
電気・ガス・熱供給・水道業 

531(0.7%)
情報通信業 23(0.0%)

  製造業 7,144
  (8.8%)
  製造業 7,144
  (8.8%)

生活関連サービス業
・娯楽業1,221(1.5%)

教育・学習支援業
　　　　 40(0.0%)

医療・福祉 77(0.1%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

個人（住宅・消費・
納税資金等）
21,354(26.3%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

学術研究・専門・技術サービス業
 692(0.9%)

金融・保険業 12(0.0%)金融・保険業 12(0.0%)
その他サービス 
　　　2,781(3.4%)

運輸業・郵便業 235(0.3%)運輸業・郵便業 235(0.3%)
卸売業・小売業 3,808(4.7%)卸売業・小売業 3,808(4.7%)

地方公共団体 37(0.0%)地方公共団体 37(0.0%)
その他産業 23(0.0%)その他産業 23(0.0%)

不動産業
39,187(48.3%)
不動産業
39,187(48.3%)

(注) １．百万円未満は切り捨てて表示しております。
　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸借対照表 （単位：百万円）

資 産 の 部 負 産 の 部

科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末 科　　　　目 平成３０年９月末 令和元年９月末
現 金 1,016 1,058 預 金 積 金 156,662 158,979
預 け 金 54,424 52,682 借 用 金 6,000 3,800
有 価 証 券 35,757 36,664 そ の 他 負 債 344 325
貸 出 金 79,398 81,064 賞 与 引 当 金 80 86
そ の 他 資 産 1,291 1,439 退 職 給 付 引 当 金 ー ー
有形固定資産 4,331 4,388 役員退職慰労引当金 148 164
無形固定資産 34 37 そ の 他 の 引 当 金 21 21
前払年金費用 48 49 繰 延 税 金 負 債 377 612
繰延税金資産 ー - 再評価に係る繰延税金負債 334 334
債務保証見返 125 102 債 務 保 証 125 102
貸倒引引当金 △ 1,203 △ 1,123 負 債 の 部 合 計 164,094 164,427

純 資 産 の 部
出 資 金 3,483 3,497

( 普 通 出 資 金 ) 1,783 1,797
(その他の出資金) 1,700 1,700

利 益 剰 余 金 5,866 6,049
その他有価証券評価差額金 946 1,555
土 地 再 評 価 差 額 金 835 835
純 資 産 の 部 合 計 11,131 11,938

資産の部合計 175,226 176,365 負債及び純資産の部合計 175,226 176,365

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



きょうしん年金友の会

年金友の会「共和会」役員総会開催
　平成31年4月23日

反社会的勢力排除への
取組み

苦情処理措置
　ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記の窓口を
ご利用ください。
【窓口：共立信用組合　業務部】
　電　　話：03−3762−7777
　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および当組合の休業日は除く）
　受付時間：午前9時～午後5時

　　なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただ
　くか、当組合ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス　http://www.kyouritsu.shinkumi.co.jp/

　当組合は、反社会的勢力とは一切の関
係を持たず、反社会的勢力であることを知
らずに取引を有してしまった場合は、相手
方が反社会的勢力であると判明した時点
で速やかに取引を解消できるように、平成
24年7月12日付で定款変更を行いました。
　反社会的勢力対応部署を本部法務部
に置き、各部店には反社会的勢力対応担
当者を配置し、反社会的勢力への対応を
行なっております。
　融資部門においては、改正後の暴力団
排除条項に基づく書式等を融資新規実行
時に徴求するなどして上記対応等の実効
性を高めております。
 尚、普通預金規定・貸金庫規定・当座勘定
規定は平成21年11月、定期預金規程は平
成25年4月より、暴力団排除条項を追加し、
改正致しました。
　尚、平素から、警察・暴力団追放運動推
進センター・弁護士等の外部機関と連携が
取れる態勢を確保し、特に脅迫・暴力行為
の危険性が高く緊急を要する場合には、直
ちに警察に通報する体制になっております。

東京弁護士会 紛争解決センター （電話：03−3581−0031）
第一東京弁護士会 仲裁センター （電話：03−3595−8588）
第二東京弁護士会 仲裁センター （電話：03−3581−2249）
で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記共立信用組合業務部
またはしんくみ相談所にお申し出ください。　　　　　
　なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。
　さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセス
に便利な地域で以下の手続を進める方法もあります。　
　①移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
　②現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京
　　を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
　※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。
　　具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

紛争解決措置

【窓口：一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および協会の休業日は除く）
　受付時間：午前9時～午後5時 
　電　　話：03−3567−2456
　住　　所：〒104−0031　東京都中央区京橋1−9−5

　（全国信用組合会館内）

ATMのご利用
・振り込め詐欺防止のための喚起画面を表示して
  おります。

・暗証番号の変更ができます。

・１日出金限度額の設定変更ができます。

・第二地銀、信金、信組、労金、ゆうちょ銀行との
　相互入金業務を取り扱っております。

・全台、視覚障がい者対応機種となっております。

地域商店街等
・商店街イベントお手伝い
・商店街納涼盆踊り大会参加

その他
・しんくみの日週間（エコキャップ寄付）
・地元福祉園まつり参加
・地元業者団体行事参加
・従業員募集広告の掲載

町内会
・神社祭礼、例大祭参加

地元の皆様とのふれあい利用者の利便性

中小企業等金融円滑化法は、平成25年3月31日をもって期限が到来しておりますが、当
組合は、期限到来後も法の趣旨に基づき、引き続き『地域の皆様とのふれあいを大切に
共存共栄を旨としたきめ細かな金融等のサービスを通じて、地域中小企業の経済力の向
上並びに地域の皆様の生活の向上に寄与するとともに、地域社会の繁栄に貢献する』旨
の経営理念に照らし、当組合から融資を受けていらっしゃる中小企業者の皆様、住宅資
金融資をご利用されている皆様において、お支払い頂いているご返済が困難になってい
る、または困難になりつつある場合に、皆様からのご返済条件の変更申込、相談などを
専門に受ける窓口を各店舗及び本部に設け、真摯に且つ速やかに対応できるよう全役職
員が一丸となって取組んで参ります。

中小企業者並びに住宅ローンご利用のお客様へ
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　　具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

紛争解決措置

【窓口：一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　受 付 日：月曜日～金曜日（祝日および協会の休業日は除く）
　受付時間：午前9時～午後5時 
　電　　話：03−3567−2456
　住　　所：〒104−0031　東京都中央区京橋1−9−5

　（全国信用組合会館内）

ATMのご利用
・振り込め詐欺防止のための喚起画面を表示して
  おります。

・暗証番号の変更ができます。

・１日出金限度額の設定変更ができます。

・第二地銀、信金、信組、労金、ゆうちょ銀行との
　相互入金業務を取り扱っております。

・全台、視覚障がい者対応機種となっております。

地域商店街等
・商店街イベントお手伝い
・商店街納涼盆踊り大会参加

その他
・しんくみの日週間（エコキャップ寄付）
・地元福祉園まつり参加
・地元業者団体行事参加
・従業員募集広告の掲載

町内会
・神社祭礼、例大祭参加

地元の皆様とのふれあい利用者の利便性

中小企業等金融円滑化法は、平成25年3月31日をもって期限が到来しておりますが、当
組合は、期限到来後も法の趣旨に基づき、引き続き『地域の皆様とのふれあいを大切に
共存共栄を旨としたきめ細かな金融等のサービスを通じて、地域中小企業の経済力の向
上並びに地域の皆様の生活の向上に寄与するとともに、地域社会の繁栄に貢献する』旨
の経営理念に照らし、当組合から融資を受けていらっしゃる中小企業者の皆様、住宅資
金融資をご利用されている皆様において、お支払い頂いているご返済が困難になってい
る、または困難になりつつある場合に、皆様からのご返済条件の変更申込、相談などを
専門に受ける窓口を各店舗及び本部に設け、真摯に且つ速やかに対応できるよう全役職
員が一丸となって取組んで参ります。

中小企業者並びに住宅ローンご利用のお客様へ


